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R6.8.8 訪問介護 P70 ５ 特定事業所加算（Ⅳ） ５ 特定事業所加算（Ⅴ） 

R6.8.8 訪問看護 P24 

（４）理学療法士等による訪問看護の場合 

  ➁ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に

該当する介護予防訪問看護事業所につい

ては、１回につき８単位を所定単位数から

減算する。 

（４）理学療法士等による訪問看護の場合 

  ➁ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に

該当する場合については、１回につき８単

位を所定単位数から減算する。 

 

 

 


